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議第43号

京都市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

　京都市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。

平成22年２月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

　京都市後期高齢者医療に関する条例の一部を次のように改正する。

　第３条第１項を次のように改める。

　　普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」という。）は，次のとおり

とする。

　　第１期　７月１日から同月末日まで

　　第２期　８月１日から同月末日まで

　　第３期　９月１日から同月末日まで

　　第４期　10月１日から同月末日まで

　　第５期　11月１日から同月末日まで

　　第６期　12月１日から翌年の１月４日まで

　　第７期　１月１日から同月末日まで

　　第８期　２月１日から同月末日まで

　　第９期　３月１日から同月末日まで

　第３条第３項中「12（保険料の賦課期日後」を「９（７月１日以後」に改

める。

　附則第２項の前の見出し，同項及び附則第３項を削り，附則第１項の見出

し及び項番号を削る。
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附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成22年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　平成21年度における保険料の納期及び各納期における保険料の納付額に

ついては，なお従前の例による。

提案理由

　普通徴収に係る保険料の納期及び各納期における保険料の納付額を変更す

る必要があるので提案する。


